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衆
議
院
議
員
木
村
太
郎
君
提
出
食
品
検
査
に
お
け
る
二
重
の
基
準
に
よ
る
農
家
・
生
産
者
の
被
害
に
関
す
る
質
問
に
対

す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
あ
る
「
原
発
事
故
に
よ
る
風
評
被
害
に
よ
り
、
観
光
客
数
が
例
年
よ
り
一
、
二
割
減
少
し
た
」
と
い
う
事
例
は

具
体
的
に
は
承
知
し
て
い
な
い
が
、
一
般
論
と
し
て
は
、
本
年
四
月
か
ら
五
月
の
大
型
連
休
中
の
観
光
需
要
に
つ
い
て
は
把

握
し
て
い
な
い
も
の
の
、
東
京
電
力
株
式
会
社
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
の
事
故
（
以
下
「
本
件
事
故
」
と
い
う
。
）
を
含

め
た
東
日
本
大
震
災
の
影
響
に
よ
り
減
退
し
た
国
内
の
観
光
需
要
は
相
当
程
度
回
復
し
て
き
て
い
る
一
方
で
、
依
然
、
観
光

需
要
が
十
分
に
回
復
し
て
い
な
い
地
域
も
あ
る
と
認
識
し
て
い
る
。

二
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
ホ
ッ
ト
ス
ポ
ッ
ト
の
状
況
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
森
林
に
お
け
る
本
件

事
故
に
起
因
し
て
放
出
さ
れ
た
放
射
性
物
質
の
監
視
に
つ
い
て
は
、
関
係
省
庁
等
に
よ
り
構
成
す
る
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
調
整
会

議
が
平
成
二
十
三
年
八
月
二
日
に
決
定
し
た
「
総
合
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
計
画
」
に
沿
っ
て
、
農
林
水
産
省
が
福
島
県
内
の
森
林

三
百
九
十
一
か
所
に
お
い
て
放
射
性
セ
シ
ウ
ム
の
濃
度
等
を
測
定
し
、
本
年
三
月
一
日
に
「
福
島
県
の
森
林
に
お
け
る
土
壌

一



等
に
含
ま
れ
る
放
射
性
セ
シ
ウ
ム
の
濃
度
の
測
定
結
果
に
つ
い
て
」
と
し
て
公
表
し
て
い
る
。

森
林
の
除
染
に
つ
い
て
は
、
「
平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
に
発
生
し
た
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
に
伴
う
原
子
力
発
電

所
の
事
故
に
よ
り
放
出
さ
れ
た
放
射
性
物
質
に
よ
る
環
境
の
汚
染
へ
の
対
処
に
関
す
る
特
別
措
置
法
に
基
づ
く
基
本
方
針
」

（
平
成
二
十
三
年
十
一
月
十
一
日
閣
議
決
定
）
に
お
い
て
「
森
林
に
つ
い
て
は
、
住
居
等
近
隣
に
お
け
る
措
置
を
最
優
先
に

行
う
」
と
し
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
て
対
応
し
て
い
く
こ
と
と
し
て
い
る
。

な
お
、
本
年
六
月
二
十
五
日
現
在
に
お
け
る
、
除
染
の
全
体
的
な
進
�
状
況
と
し
て
は
、
平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
に

発
生
し
た
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
に
伴
う
原
子
力
発
電
所
の
事
故
に
よ
り
放
出
さ
れ
た
放
射
性
物
質
に
よ
る
環
境
の
汚
染

へ
の
対
処
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
十
号
）
第
二
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
除
染
特
別
地
域
と

し
て
、
十
一
地
域
を
指
定
し
て
い
る
。
こ
の
う
ち
五
地
域
に
つ
い
て
は
、
同
法
第
二
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
別
地
域

内
除
染
実
施
計
画
を
既
に
策
定
し
て
お
り
、
今
後
、
同
法
第
三
十
条
に
基
づ
き
同
計
画
に
従
っ
て
除
染
等
の
措
置
等
を
実
施

し
て
い
く
こ
と
と
し
て
い
る
。
同
計
画
を
策
定
中
の
六
地
域
に
つ
い
て
は
、
そ
の
策
定
を
急
ぐ
考
え
で
あ
る
。
ま
た
、
同
法

第
三
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
汚
染
状
況
重
点
調
査
地
域
と
し
て
、
百
四
地
域
を
指
定
し
て
い
る
。
こ
の
う
ち
六
十
五
地

域
に
つ
い
て
は
、
同
法
第
三
十
六
条
第
四
項
に
規
定
す
る
除
染
実
施
計
画
の
都
道
府
県
知
事
等
か
ら
環
境
大
臣
へ
の
協
議
（

二



以
下
単
に
「
協
議
」
と
い
う
。
）
を
既
に
終
了
し
て
お
り
、
同
法
第
三
十
八
条
に
基
づ
き
除
染
実
施
者
に
よ
り
除
染
等
の
措

置
等
が
進
め
ら
れ
て
い
る
と
承
知
し
て
い
る
。
同
計
画
を
策
定
中
又
は
同
計
画
の
策
定
を
検
討
中
の
三
十
九
地
域
に
つ
い
て

は
、
協
議
が
行
わ
れ
た
場
合
に
は
、
同
大
臣
と
し
て
早
急
に
対
応
す
る
考
え
で
あ
る
。

三
に
つ
い
て

農
林
水
産
省
に
お
い
て
は
、
「
検
査
計
画
、
出
荷
制
限
等
の
品
目
・
区
域
の
設
定
・
解
除
の
考
え
方
」
（
平
成
二
十
三
年

四
月
四
日
原
子
力
災
害
対
策
本
部
策
定
）
に
基
づ
き
関
係
都
県
が
実
施
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
山
菜
に
含
有
さ
れ
る
放
射

性
物
質
の
検
査
の
結
果
を
事
前
に
確
認
す
る
よ
う
、
森
林
に
お
い
て
山
菜
を
採
取
す
る
者
に
対
し
、
同
省
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

に
お
い
て
注
意
を
呼
び
掛
け
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
、
当
該
関
係
都
県
に
対
し
、
「
山
菜
採
取
者
に
関
す
る
注
意
喚

起
に
つ
い
て
」
（
平
成
二
十
四
年
四
月
六
日
付
け
林
野
庁
林
政
部
経
営
課
特
用
林
産
対
策
室
長
事
務
連
絡
）
を
発
出
し
、
食

品
中
の
放
射
性
物
質
に
関
す
る
基
準
値
（
「
食
品
、
添
加
物
等
の
規
格
基
準
」
（
昭
和
三
十
四
年
厚
生
省
告
示
第
三
百
七
十

号
）
及
び
「
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
放
射
性
物
質
」
（
平
成
二
十
四
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
二
十
九
号
）
に
規
定
す
る

放
射
性
セ
シ
ウ
ム
の
値
で
あ
っ
て
、
当
該
値
を
超
え
て
食
品
に
含
有
し
て
は
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
も
の
を
い
う
。
以
下

同
じ
。
）
を
超
え
る
放
射
性
物
質
を
含
有
し
て
い
る
お
そ
れ
の
あ
る
山
菜
を
採
取
し
な
い
よ
う
、
森
林
に
お
い
て
山
菜
を
採

三



取
す
る
者
に
向
け
、
広
報
誌
の
配
布
、
巡
回
に
よ
る
指
導
等
を
通
じ
て
効
果
的
な
注
意
喚
起
を
行
う
こ
と
を
要
請
し
て
い
る
。

今
後
と
も
、
こ
の
よ
う
な
取
組
に
よ
り
、
食
品
中
の
放
射
性
物
質
に
関
す
る
基
準
値
を
超
え
る
放
射
性
物
質
を
含
有
し
て
い

る
お
そ
れ
の
あ
る
山
菜
が
採
取
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
注
意
喚
起
に
努
め
て
い
く
考
え
で
あ
る
。

四
に
つ
い
て

流
通
業
者
、
小
売
業
者
等
の
一
部
に
お
い
て
は
、
自
ら
が
取
り
扱
う
食
品
中
の
放
射
性
物
質
に
つ
い
て
、
品
質
管
理
の
徹

底
等
の
観
点
か
ら
、
自
主
的
に
検
査
を
実
施
し
て
お
り
、
そ
の
際
の
判
断
基
準
と
し
て
、
食
品
中
の
放
射
性
物
質
に
関
す
る

基
準
値
よ
り
低
い
値
を
設
定
し
て
い
る
と
承
知
し
て
い
る
。

農
林
水
産
省
と
し
て
は
、
関
係
省
庁
等
と
連
携
し
て
、
流
通
業
者
、
小
売
業
者
、
消
費
者
等
を
対
象
と
し
た
説
明
会
を
開

催
す
る
ほ
か
、
こ
れ
ら
の
者
と
個
別
に
意
見
交
換
を
行
い
、
食
品
中
の
放
射
性
物
質
に
関
す
る
基
準
値
が
科
学
的
根
拠
に
基

づ
き
設
定
さ
れ
、
食
品
中
の
放
射
性
物
質
に
関
す
る
基
準
値
に
適
合
し
て
い
る
食
品
の
安
全
性
は
十
分
に
確
保
さ
れ
て
い
る

こ
と
等
に
つ
い
て
説
明
し
、
理
解
を
求
め
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
今
後
と
も
、
様
々
な
機
会
を
通
じ
て
こ
の
よ
う
な
説
明

を
行
い
、
食
品
中
の
放
射
性
物
質
に
関
す
る
基
準
値
の
設
定
の
考
え
方
に
つ
い
て
、
流
通
業
者
、
小
売
業
者
、
消
費
者
等
の

理
解
を
得
る
努
力
を
し
て
い
く
考
え
で
あ
る
。

四



五
に
つ
い
て

農
林
水
産
省
と
し
て
は
、
関
係
省
庁
等
と
連
携
し
て
、
流
通
業
者
、
小
売
業
者
、
消
費
者
等
に
対
し
、
四
に
つ
い
て
で
述

べ
た
と
お
り
、
食
品
中
の
放
射
性
物
質
に
関
す
る
基
準
値
の
設
定
の
考
え
方
に
つ
い
て
説
明
を
行
う
ほ
か
、
食
品
中
の
放
射

性
物
質
の
検
査
の
結
果
に
加
え
、
食
品
の
出
荷
を
差
し
控
え
る
よ
う
流
通
業
者
、
小
売
業
者
等
に
要
請
す
る
こ
と
を
内
容
と

す
る
原
子
力
災
害
対
策
特
別
措
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
五
十
六
号
）
第
二
十
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
く
原
子
力
災

害
対
策
本
部
長
に
よ
る
関
係
都
道
府
県
知
事
に
対
す
る
指
示
の
内
容
等
に
関
す
る
情
報
を
発
信
し
て
い
る
。
ま
た
、
東
日
本

大
震
災
の
被
災
地
及
び
そ
の
周
辺
地
域
で
生
産
又
は
加
工
さ
れ
た
食
品
を
積
極
的
に
消
費
す
る
こ
と
を
促
進
す
る
取
組
を
展

開
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

今
後
と
も
、
こ
れ
ら
の
取
組
に
よ
り
、
正
確
で
分
か
り
や
す
い
情
報
を
提
供
す
る
と
と
も
に
、
積
極
的
に
消
費
を
促
進
し

て
い
く
考
え
で
あ
る
。

六
に
つ
い
て

食
品
中
の
放
射
性
物
質
に
関
す
る
基
準
値
に
つ
い
て
は
、
国
際
連
合
食
糧
農
業
機
関
・
世
界
保
健
機
関
合
同
食
品
規
格
計

画
の
実
施
機
関
で
あ
る
コ
ー
デ
ッ
ク
ス
委
員
会
が
定
め
た
食
品
中
の
放
射
性
物
質
に
関
す
る
指
標
に
お
い
て
、
食
品
の
摂
取

五



に
伴
う
内
部
被
ば
く
線
量
が
年
間
一
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
を
超
え
な
い
よ
う
に
設
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
及
び
合
理
的
に
達
成
可

能
な
限
り
被
ば
く
線
量
を
低
く
管
理
す
る
と
い
う
考
え
方
が
国
際
的
に
一
般
的
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
食
品
中
の
放
射
性

物
質
の
検
査
の
結
果
、
多
く
の
食
品
か
ら
検
出
さ
れ
る
放
射
性
物
質
の
濃
度
が
時
間
の
経
過
と
と
も
に
相
当
程
度
低
下
傾
向

に
あ
る
こ
と
か
ら
、
食
品
の
安
全
と
安
心
を
よ
り
一
層
確
保
す
る
た
め
、
許
容
さ
れ
る
被
ば
く
線
量
が
年
間
一
ミ
リ
シ
ー
ベ

ル
ト
と
な
る
よ
う
に
放
射
性
セ
シ
ウ
ム
の
値
を
定
め
た
も
の
で
あ
る
。

六


